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政府における調達システムの全体像と電子調達システムの所掌範囲

• 政府の調達システムは、入札を前提として主に｢物品・役務｣と｢公共工事｣で分かれている。

• このうち電子調達システム（GEPS）は、物品・役務（簡易な公共工事含む）にかかる調達手続きを電子的に行う

府省共通システムである。

政府における調達システムの所掌範囲
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新機能（少額物品調達業務）の背景・概要
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• 少額物品の購入にかかる調達は、入札を行わないため電子調達システムの対象外であり、これらの調達（年間約45万件）

は、現状、紙で行われ、電子化が課題となっていました。そこで今回、GEPSの新機能として、マーケットプレイス形式
※で購入できる仕組みを構築します。

※ 売り手と買い手がインターネット上で結ばれる取引市場のこと

• 電子化による業務効率化、調達コストの削減といった効果※が期待できますので積極的なご利用をお願いいたします。

  ※ 誰でも参画できる開かれた市場の提供による価格競争性の向上、法人価格での提供

※ 公募にて５者（ Amazon、アスクル、アルファパーチェス、 ライオン事務器、モノタロ
ウ）を選定。5事業者で7200万点の商品を連携予定。

新機能の概要（令和７年３月利用開始予定）
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新機能（少額物品調達業務）による業務フロー

新機能によるAsIs-Tobe業務モデル

現
状
業
務

新
機
能
を
用
い
た
業
務

ボー
ルペ
ン

検索結果の表示

商品検索・注文 決裁 発注 会計手続き（支払等）

購入品検討 下見積依頼（複数社） 決裁 発注 会計手続き（支払等）

①購入したい商品を探す ②予決令に則り、複数社から
見積り取得

③商品を購入しても良いか
決裁をとる(購入伺い決裁)

④決裁に基づき発注 ⑤支払に係る会計手続きを行う

下見積依頼（複数社）

選択

発注先一覧

購入商品の価格比較、
発注先を選んでカートに追加

少額物品
調達業務

EASY

組織や費用分類
を選択

物品払出請求
決裁情報を連携

①少額物品調達業務にて
購入したい商品を探して注文

②少額物品調達業務から
決裁に必要な情報を連携

③決裁完了後、発注

ADAMSⅡ

④少額物品調達業務から
支払に必要な情報を連携

価格比較の効率化
（画面上で可能）

EASYやADAMS連
携による効率化

ポイント①

ポイント②

価格競争性の向上

ポイント③
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時期 内容

令
和
６
年

これまで 【官】利用者説明会（財務省、総務省、最高裁判所、経済産業省、デジタル庁）
【官】画面遷移フロー（詳細の動作まで記載）の確認・展開（全府省・仕様の理解促進のため）

9月
～
1月

【官民】利用促進活動の実施
【官】各種省庁連絡会議等での新機能の周知
【官】行革事務局主催の地方財務局向け電子入札・電子契約に関する勉強会での説明
【官民】マニュアル等の配布
【民】内部カタログ事業者向け周知資料の配布

令
和
７
年

２月 【官民】リリース案内

３月 【官民】リリース（試行運用開始）、権限付与支援（仮）

４月～ 【官民】本格運用開始
【官民】利用者講習会

５月～ 【官】利用率などの利用促進資料の展開 他

• 新機能を各府省庁のみなさまにご利用いただくに当たって、下表に示す取り組みを実施・予定しております。

• 既にご送付済の画面遷移フローや今後ご送付するマニュアル等もご活用いただきながら、

新機能の積極的な利用に向けて検討・準備をお願いいたします。

新機能（少額物品調達業務）の利用促進に向けた取組

少額物品調達業務の利用促進関連スケジュール
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• デジタル庁では、電子調達システムの新機能（少額物品調達業務）を開発中で、令和７年３月利用開始予定です。

• 新機能を安心して使っていただけるよう、操作マニュアルの展開等、利用促進に向けた取組を引き続き実施予定です。

• 電子化・システム間連携による業務効率化、調達コストの削減といった効果が期待できますので

各省庁の皆様におかれましては積極的な利用をお願いいたします。

まとめ

操作マニュアルのイメージ
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（参考）令和6年8月末時点 電子調達システムにおける
電子応札率（入札率）および電子契約率
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